
（ 商 標 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 商 標 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 三 年 通 商 産 業 省 令 第 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 は 、 こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

附則様式第３（附則第９条関係） 附則様式第３（附則第９条関係）
［略］ ［略］
１ ［略］ １ ［略］
２ 承継人 ２ 承継人

住所（居所） 住所（居所）
氏名（名称）  氏名（名称） 

（国籍・地域


） （国籍

）

３～６ ［略］ ３～６［略］
〔備考〕 〔備考〕
１～６ ［略］ １～６ ［略］
７ 「（国籍・地域


）」は、外国人の場合に限り記載する。 ７ 「（国籍


）」は、外国人の場合に限り記載する。

８～12 ［略］ ８～12 ［略］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 は 注 記 で あ る 。

（ 特 許 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 特 許 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 五 年 通 商 産 業 省 令 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 は 、 こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

附則様式第２（附則第５条関係） 附則様式第２（附則第５条関係）
［略］ ［略］

【氏名又は名称】 又は 【氏名又は名称】 又は

（【国籍・地域


】） （【国籍

】）

［略］ ［略］
〔備考〕 〔備考〕
１～17 ［略］ １～17 ［略］
18 （【国籍・地域


】）は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域


が、「【住所

又は居所】」の欄に記載した国・地域


（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行
規則（平成２年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。）第２条第３項の規
定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域


）と同一であるときは、

「（【国籍・地域


】）」の欄は設けるには及ばない。

18 （【国籍


】）は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍


が、「【住所又は居所】」の
欄に記載した国


（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商

産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。）第２条第３項の規定によりその記載を
省略した場合にあっては、省略した国


）と同一であるときは、「（【国籍


】）」の欄は設けるに

は及ばない。
19～22 ［略］ 19～22 ［略］

識別ラベル 識別ラベル

23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あ
るときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案法施行
規則第23条第４項において準用する特許法施行規則第27条第１項の規定により実用新案登
録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」
の欄を設けて「〇／〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用
新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案
登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」
（実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあっては


、「【持分】」）の次に

｢【代表出願人】」と記載する。

23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あ
るときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案法施行
規則第23条第４項において準用する特許法施行規則第27条第１項の規定により実用新案登
録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」
の欄を設けて「〇／〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用
新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案
登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」
（実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては


、「【持分】」）の次に

｢【代表出願人】」と記載する。
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